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様式第3号(第12条関係) 

審議会等の会議の記録 

会 議 の 名 称  令和６年度伊勢崎市協議運賃分科会（第１回） 

開 催 日 時 
 令和７年２月１３日（木） 

 午前９時３０分から午前１０時００分まで 

開 催 場 所  伊勢崎市役所東館３階打ち合わせ室 

出 席 者 氏 名 

（敬称略・順不同） 

【議長】 

大島 

【委員】 

下城、石倉、諏訪（代理）、中西 

（欠席） 

なし 

【事務局】 

都市計画部長、都市計画部副部長、交通政策課長、 

交通政策課交通政策係職員３名 

傍 聴 人 数  ０人 

会 議 の 議 題  ※下記『会議における議事の経過及び発言の要旨』参照 

会 議 資 料 の 内 容 
次第、委員名簿、パブリックコメント資料_令和7年度コミュニ

ティバスあおぞら運行ダイヤ改正等（案） 
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会 議 に お け る

議 事 の 経 過

及 び 発 言 の 要 旨 

１.開  会 

２.議  事 

【協議事項】 

令和７年度におけるコミュニティバスあおぞらのダイヤ改正に関

する協議 

  

主なダイヤ改正予定内容 

公共施設（新保健センター・豊受公民館）の新設に伴うバス停

の移動 

【伊勢崎駅～法務局職安前】の橋の架け替え工事の終了に伴

う、７番（伊勢崎駅南巡回バス）の一部ルートの変更 

その他現行の運行状況に合わせた運行時刻の見直し 

 以上の点につき、ダイヤ改正案に対する意見をパブリックコメ

ントという形で募ったが、提出意見がなかったため、当該ダイヤ

改正案を陸運支局に提出してよいかの協議を行い、これを全員可

決。 

【その他事項】 

本件改正内容に豊受公民館バス停設置に伴うルートの一部変更

があったが、バス停の移動についての協議は済んでいるので、再

度分科会・公共交通会議を行う必要はない。 

 

【質疑応答】 

（委員）添付資料の「法務局職安前停留所周辺路線付替案」につ

いて、太田町付近の道路は他の路線でも使用しているため、資料

では廃止となっていますが、既存路線のまま残しておくのがよい

かと思います。 

（事務局）修正のうえ、公共交通会議では差し替えた資料を提供

いたします。 

 

３.閉  会 

 


